
（ ）平成２２年度 食と観光対策特別委員会 開催状況 経済部観光局

開催年月日 平成２２年１１月２４日
質 問 者 自民党 道民会議 小野寺 秀委員・
答 弁 者 経済部観光振興監、観光局長、

（ ）観光局参事 林、田尻

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

一 北海道観光振興機構について

（ ）小野寺委員
私は 北海道の観光政策はこれで良いのか とずっ「 」

と疑問を持っておりました。それは、本道の観光行政
をコントロールするべき経済部観光局が、北海道観光
の目玉施策すら観光振興機構という道の関与団体に丸
投げをしていたからであります。
今年度、道はこの観光振興機構に５億円を超える税

金を投入しており、その額は毎年、年々増えていると
ころでございます。私は、何も 観光政策の事業費を「
減らせ と言っているわけではございません。もし、」
観光政策に力を入れるのであれば、事業費が増えて当
然だと思っておりますが、私が問題としたいのは、こ
の観光振興機構という団体の性格を本当にしっかりと
把握をして、事業を出しているのか、という点でござ
います。
この観光振興機構という団体は、営利企業の集まっ

。 、 、ている団体でございます と言うことは ともすれば
営利団体 営利企業へお金を回すような政策を、道、・
観光振興機構自らが企画をするかもしれませんし、観
光政策のプラスが必ずしも道民のプラスにならないか
もしれないということも、十分に把握をする必要があ
ると思っております。
また、観光振興機構のメンバーがもし、その政策を

受注したときには、仲間内ということで、チェックが
いい加減になる可能性もあるかもしれませんし、もし
かすると、道が行うべき政策を観光振興機構が行うこ
とによって、責任の所在が曖昧になっているかもしれ
ないという懸念もあるわけでございます。
ここに投入しているのは、道民の大切な血税である

ということは、この点もしっかりと考える必要がある
と思いますし、さらに、道は、この観光振興機構に血
税を投入して本当に事業をやらせてよかったのかどう
なのか、そこらへんの評価を本当にしているのか、そ
この部分も非常に不明確であります。

一 特区提案に対する意見について（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 林参事
そこで、まず最初に、観光振興機構が２か月前に国 特区提案に対する意見についてでございますが、

本
の方に インバウンド特区構想 というものを出しま 年 月の特区提案の仮提出以降、本日までに北海道「 」 7

観光
したので、その点について、お聞きをしていきます。 振興機構に対しましては、電話、電子メール、ＦＡ

Ｘ
この観光振興機構が国に出した インバウンド特区 などにより全国から３９９件の意見が、また、道に「

対
構想 でございますが、これは、政府が募集している しても４４件の意見が寄せられておりまして、その」

い
総合特区の案として機構が国に提出をしたものでござ ずれもが観光機構の特区提案に反対する内容であっ

た
います。その内容ですが 中国の運転免許を所得して ところでございます。「
いる中国人は、北海道で車を運転できるようにしてほ
しい ですとか ホテル等において、中国語を話せる」 「
従業員を増やすために、中国人に対しては就労ビザの
緩和をして欲しい といった、おおよそ実現不可能な」



非常識な内容が盛り込まれておりました。確かに本道
への中国人観光客は増加の一途を辿っているかもしれ
ませんが、だからといって何故中国人だけにそういう
特典を与えなければならないのか、私は理解できない
ところでございます。また、運転免許を与えるという
ことに関しましても、本当に交通ルールはどうなって
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いるのか、事故を起こしたときの賠償はどうなのか等

々ですね、たくさんの議論すべき点があるにもかかわ
らず、なぜ、観光振興機構はこのような突拍子もない
案を国へ提出したのか、私はわからないところでござ
います。
この インバウンド特区構想 について、道民 国「 」 ・

民からどのような反応があったのかお教えください。

二 事前協議について（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 林参事
つまりですね、観光振興機構が出したこの案に対し 事前の協議などについてでございますが、今回の特

て、４４３件もの反対 苦情が寄せられたということ 区提案につきましては、道は観光機構との共同提案を・
は、私は非常に大きい問題だと思いますが、この提案 念頭に置いて、両者で協議してきた経過にあり、観光
に関して、事前に道は把握していたのかどうなのか、 機構の提案内容については、承知していたところでご
お教えください。 ざいます。

道といたしましては、観光機構が道内観光関係者の
意見 要望を踏まえて取りまとめた提案項目のうち、・
中国人観光客の運転免許許可につきましては、関係機
関との意見調整の見通しが立たないことから、これを
除外するよう観光機構と協議して参ったところでござ
いますが、観光機構といたしましては、直ちに実現で
きないものでありましても中長期的な視点に立った課
題として提案に盛り込みたいという意向であったこと
から、観光機構単独での提案となった経緯にあるとこ
ろでございます。

三 観光機構の特区提案について（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 観光局長
まず北海道は、共同して出せないと、これは無理だ 観光機構の特区提案についてでありますが、提案項

ということを、機構は無理に出したということでござ 目のうち、航空機燃料税の軽減、羽田空港からの乗継
いますが、これは多分、観光業界の利益と道民の利益 便運賃の軽減など、多くは本道を訪れる観光客にとっ
が一致していないにもかかわらず、それを無視して観 てメリットの大きいものであるものの、中国人観光客
光振興機構が出したということで、非常に大きな問題 の運転免許につきましては、先ほど申しましたとおり
だと私は思いますが、４００件以上を超える苦情だけ 道内外の多くの方々から不安の声が寄せられておりま
が寄せられたということに関しまして、私は、本道観 すことを考えますと、こうした提案を行ったことは、
光にはプラスにはならなくてもマイナスにはなったと 本道観光のイメージにマイナスに働くという懸念もあ
感じておりますが、道はどのようにお考えなのか、ま るものと受け止めております。
た、このように勝手に特区提案されると非常に迷惑だ 道といたしましては、中国人観光客に対する運転免
というような思いも道民にもあると思いますが、これ 許許可の項目につきましては、機構が行いました 月7
から何らかの対応が必要だと思いますが、道としてど の仮提案のあとに、日中間に外交問題が発生したとい
のようにお考えかお教えください。 うことの影響があるといたしても、多数の反対意見が

寄せられたことは、軽視できないものと受け止めてお
りまして、今後、機構と対応をよく協議してまいる考
えでございます。

四 観光機構への対応について（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 経済部観光振興監
、 、お答えにいただけなかったんですけれども、二度と 観光機構への対応についてでございますが 機構は

このような発言等々、勝手なことをしないように道は 本道の観光振興を目的に、観光関連企業のみならず道
対応すべきであると思っておりますが、その点につい 内各地域の市町村や観光協会、観光関係団体などを会
て聞きたいのとですね、あと一点なんですけど、本道 員とする公益法人でございます。その運営につきまし
観光のイメージにマイナスに働くような懸念もあるよ ては、公益目的に沿って、会員の意見をきちんと反映
うなことをやってしまうような観光機構というものに した中で進められるべきものと考えているところでご
観光施策をまかせていいのかという疑問が残ります ざいます。



が、
これは後々質問するとして、このような勝手な発言を このたびの特区提案を巡りましては、委員ご指摘の
しないようにするために道としてどのように取り組ま とおり、機構の取り上げ方につきましては、道民から
れるのかということをお教えください。 の厳しいご意見もあるところでございます。道といた

しましても機構に対し、公益法人としての役割を改め
て認識していただき、その活動について道民の方々の
ご理解をいただけるよう、適切な運営に当たっていた
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だけるよう、その旨を申し伝えてまいりたいと思っ

て

おります。

（ ）小野寺委員

。 、私はそれでは無理だと思います と言うのはですね
この特区提案の議論の過程で、ごく一部の会員だけが
この話し合いをして政府にこの案を出したというのも
知っておりますし、各市町村の観光協会はそんな案を
出すということすら全く知らず、出てから驚いたとい
う話しも聞いておりますし、実際に、道民が中国人の
方に運転をさせていいのかと大騒ぎをしている段階
で、本当に公益目的に添った活動をしているのかとい
うと、私はそうではないと思いますので、しっかりと
認識をしていただきたいということで、次の質問に移
ります。

五 ゆとりツーリズム魅力増進事業について（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 田尻参事
この団体が、道からのお金をしっかりと使っている ゆとりツーリズム魅力増進事業についてでありま

す
のか、チェックをしているのかという点について、議 が、この事業は、本道の地域の魅力を活かした滞在

型
論をしていきますが、まず ゆとりツーリズム とい 観光の浸透を図ることを目的にいたしまして、平成「 」

１
う事業について説明させていただきますと、これは平 ９年度から２１年度までの３カ年にわたり、全国キ

ャ
成１９年度から平成２１年度までの３ヵ年の事業で、 ンペーンを展開したものでございます。
北海道観光振興機構の前身である北海道観光連盟が事 その内容は、団塊の世代などを主な対象に、地域

で
務局だった実行委員会が最初の１年、後の２年を観光 ゆっくりとした時間を過ごす新しい北海道旅行のス

タ
振興機構が引継いで、今年の４月に終了をした事業で イルを ゆとりツーリズム として提案するとともに「 」
あります。この事業ですけれども、高橋はるみ知事の 旅行会社での商品化を支援することにより、実際の

誘
２期目の公約である 北海道新生プラン 第Ⅱ章 の 客を図る事業を推進したものでございます。「 ・ 」
中で最も重要な公約であるとされていた政策番号１番
の 北海道経済活性化戦略ビジョン に選ばれた事業「 」
の一つでありました。つまり、この ゆとりツーリズ「
ム事業 というのは、まさに本道経済や観光の建て直」
しの切り札として考えられていたということでござい
ます。
この、ゆとりツーリズム事業、道は、どうして行お

うとしたのかお聞かせ下さい。

六 ゆとりツーリズムに関する定義などについて（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 田尻参事
非常によくわかります。団塊の世代の方にたくさん ゆとりツーリズムのプラン内容などについてでご

ざ
本道においでいただいて、長期間、滞在をしていただ いますが、平成１９年度から３年間のゆとりツーリ

ズ
いて、食ですとか、健康ですとか、そういうところに ム魅力増進事業に係る予算額は、合計で４億５千１



８
お金をたくさん落していただこうという、そういう事 ４万５千円となっております。
業だったと感じますが、それで、まずお聞きしたいの また、 ゆとりツーリズム の定義としては、ひと「 」

「 」 、「 、 、 、が、この ゆとりツーリズム の事業、北海道はいく つの観光地にゆったり滞在し 健康 癒し 温泉
ら拠出をしたのか。その中で実際に、機構として、い 森林浴、ウオーキング、体験観光 などを楽しみ、」

心
くつのゆとりツーリズムのプランを作ったのかお教え 身ともにリフレッシュするとともに、歴史、文化な

ど
下さい。 自らの見聞を広めるための時間を大切にする観光と

し
ております。
この取組では、３泊４日のモデルコースとして今

後
大量に退職を迎える団塊の世代を主な対象といたし
ま
して、 ゆとりツーリズム の資源の掘り起こしと宣「 」
伝誘致活動を展開し、パンフレットなどにより、平
成
１９年度は、 北海道のルーツを探るゆとり旅 など「 」
の５コース、２０年度は、釧路 阿寒の旅など５コ・
ー
ス、２１年度は、離島と空と潮風の南北海道など４
コ
ース、合計１４コースを紹介するとともに、２０年
度
及び２１年度に、商品造成支援事業により旅行会社
に
対しまして、合計９コースの商品化に向けて支援を
行
ったところでございます。
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七 観光客数の実績について（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 田尻参事
この３ヶ年のゆとりツーリズムの事業で合計９コー 観光客数の実績についてでございますが、ゆとりツ

スの商品化を行って販売をしたということですが、こ ーリズムのモデルとする旅行期間が３泊４日以上であ
の９コースのツアーに参加した道外客の方々の人数は るものは、２０年度分は、日本旅行からの実績報告書
何人であったのかお教え下さい。 では１８９名でございました。

２１年度分は、平成２２年４月から１０月までの販
売実績を、観光機構におきまして、現在集計中でござ
います。

八 平成２１年度の観光客数の実績について（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 田尻参事
集計中と言われても、１０月で終わっているという 観光客数の実績について、重ねてのご質問でござい

ことでございまして、実際、２１年度はクラブツーリ ますが、観光機構から、現時点では、クラブツーリズ
ズムと朝日旅行と日本旅行３社がこれを受注している ムが３６３名、朝日旅行が６９名、日本旅行は不明と
と思いますが、それぞれ何名だったのか正確にお教え の報告を受けているところでございます。
ください。

九 フォトラリーなどについて（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 観光局長
日本旅行の不明というのは 不思議でなりませんが フォトラリーなどについてでございますが、この事、 、

これは後から聞くことにいたしまして、実際に４億５ 業は、 ゆとりツーリズム北海道キャンペーン の一「 」
千万円、宣伝にかけた事業で、実際に来た方が６２１ 環といたしまして、平成１９年１０月１０日から翌年
名、単純に計算すると一人７０万円以上お金を使って ２月２９日までの期間に、実施したところでございま
いることになりますし ４億５千万円 もしかですね すが、フォトポイントを３カ所以上を巡る旅の笑顔フ、 、 、

。 、大物アーティストや芸能人を呼んだら何十万人の方が ォトラリーには２１７名の応募がございました また
来るんでしょうか。 フォトラリーの参加者を対象とした旅の風景フォトコ
私はこのプロモーションは大失敗だったというふう ンテストにつきましては、３４６通の応募がありまし

に思いますし、実際に来た人数がわからないという旅 たところですが、この人数については不明でございま



行会社があるというのは驚きでなりませんが、もう一 す。
つ、ゆとりツーリズムの中で、非常にいい加減なこと これらの事業につきましては、市町村の参加が低調
をやっていたというような事業について、お聞きした だったことですとか、企画段階では２，０００名の参
いと思いますが、フォトラリーという事業があったと 加者を想定していたところですが、そのフォトラリー
いうふうに思います。 の応募者がただいま申し上げたとおり、少なかったこ
このフォトラリーという事業について、どのように となど、費用対効果の面では、不十分な結果に終わっ

最初、企画指示をしていて、実際に、フォトラリーに たというふうに受け止めているところでございます。
参加した人は何名だったのか。そしてその結果を、道
としてどう考えているのかお教えください。

十 商品造成支援事業について（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 田尻参事
このフォトラリーという事業だけでも２７００万円 商品造成支援事業についてでございますが、この事

の税金を使っていたはずです。ポスターも６万部作っ 業は、あらかじめ設定いたしました４つのモデルルー
ていたはずですが、参加者が２１７名で、２０００名 トを平成２１年度に旅行会社が商品として具体化し、
の参加者を予定していたとのことで、企画指示書には ２２年度の旅行シーズンに販売展開することにより、
参加者２０００名に参加した景品を渡すという話にな 北海道の ゆとりルート を広く宣伝しようとするも「 」
っていましたが、残りの１８００の景品はどこにいっ のでございます。
てしまったんでしょうね。 私は非常に不思議に思い 実施業者の１社として採択をされました日本旅行で

、 、 、ますが、一事が万事、このような、適当なお金の使い は ４ルートに係るモニターツアーを実施し その後
途と、まったく事業評価をしていないということが、 ウェブによる旅行商品販売や、割引クーポンサイト、
この ゆとりツーリズム の事業では多々見られるわ さらには、クーポンブックを活用した情報発信をする「 」
けでございますが、さらにもう一つ事業をお聞きした こととしており、観光機構では、同社の実施事業に対
いと思います。 しまして、５００万円の助成を行ったところでござい
これは先ほど言った、大手の３社の代理店が観光振 ます。

興機構から助成を受けた事業で、この事業は 商品造「
成支援事業 という事業なのですが、この中の代理店」
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の１社、先ほどの日本旅行、平成２１年度、ツアーの

販売、何人が本道にきたのか分らないという報告があ
りましたが、まず、この日本旅行、２１年の 商品造「
成支援事業 で、どのような事業をすると機構に言っ」
ていたのか、お教え下さい。

十一 モニターツアーについて（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 田尻参事
まず、今ご説明ありましたけれども、モニターツア モニターツアーについてでありますが、観光機構か

ー４つ これを実施するということでございましたが らは、日本旅行が企画した４コースのモニターツアー、 、
実際に４つのモニター事業全て行なわれていましたで のうち、 北太平洋シーサイドラインローカル線でめ「

ぐ
しょうか。お教えください。 るゆとりの旅 を除く、３コースが実施されたとの報」

告があったところでございます。
また、募集については、実施された３コースは当初

の企画提案どおり日本旅行のホームページ、旅行雑誌
じゃらん 、雑誌 ＡｎｅＣａｎ ＴＶ を用いて参「 」 「 ・ 」
加者を募集したと聞いているところでございます。

十二 ツアー参加者数について（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 田尻参事
もう一か所モニターツアーでかかる経費がどこに消 ツアー参加者数についてでございますが、募集期間

えていたのか、非常に不思議でありますが、私はこの でございます１０月までの実績、及びゆとりツーリズ
モニターツアー、３つのコースしか募集していなかっ ム企画商品の販売実績については、観光機構から日本
たことは知っておりました。 旅行に対し報告を求めているところでございまして、
不思議なことに、日本旅行は会社においては２つの 現時点では不明でございます。

モニターコースしか募集をしておらず、もう一つのコ
ースは女性月刊誌のインターネットのホームページ上
で募集をしておりました。その女性誌のホームページ
上には、モニターツアーが格安ツアーのプレゼント商



品として紹介をされているのです。しかもその紹介の
仕方され方は ラブ運ＵＰパワースポットの支笏湖、「
３万円で行ける北海道モニターツアー となっている」
のですが、これは本来のゆとりツーリズムの事業と大
きくかけ離れておりまして、それをモニター商品の売
りにしているのには、私は驚くばかりでございます。
また、このゆとりツーリズムは主に団塊の世代を対

象にしていると先ほどおっしゃっていましたが、何故
２０歳代後半をターゲットとした女性月間誌のホーム
ページで募集をかけたのか、不思議でなりません。日
本旅行はその方々からどのような意見をモニター旅行
で聞こうとしたのか、私には全く理解が出来ないから
でございます。察するに、日本旅行は 熟年者と若い「
女性が混在したら問題が起きる と判断をして、この」
ツアーだけ、女性誌のホームページで募集したのでは
ないでしょうか。
しかし、全ての食事や体験観光も組み込まれて、北

海道への旅行が３万円で行けるというのは、道民の税
金が入っているからに他ならず、このようなことに使
うこと自体が大問題であるというふうに私は考えてお
ります。また、機構へのプロポーザルにおいてモニタ
ーツアーの参加者には、全員５０００円のお金が払わ
れる、ということになっておりますが、何故かこの女
性誌の参加者には支払われていないと。このお金もい
ったい何処に言ったのか不思議でなりません。
さらに、日本旅行は女性誌のホームページ上に格安

モニターツアーをプレゼントとして提供しているにも
拘らず、何故かこの掲載に 広告宣伝料 を計上して「 」
おります。
一事が万事このような調子なのですが、もう一つ、

一番重要な点をお聞きをしたいと思います。この日本
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旅行は、この事業においては、４つの本当のゆとりツ

ーリズムのツアーを自社のホームページで販売する、
これが一番メインの目的であるというふうに思います
が、なぜ、その人数がわからないのでしょうか。
本当にこのホームページがあったのかどうか、それ

を知りたいのですが、本当に人数は分らないのでしょ
うか。お教えください。

十三 日本旅行の商品造成について（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 観光局長
、 、インターネットでツアーを売るということは、瞬時 日本旅行の商品造成についてでありますが 現在

に何人が来たのかということは、すぐわかるはずでご 観光機構から日本旅行に対して、委員からご指摘の
あ

ざいまして、その人数がわからないというのは、私は った点も含め、ゆとりツーリズムの企画商品の募集
状

非常に不思議でなりませんが、私は道に対して、色々 況や販売実績についての説明を求めているところで
あ
、 、 、なデータや情報をお教えいたしました。 り 現時点で機構から 詳細な報告がないことから

それを見ると、多分ですけれども、日本旅行はその 道としては判断がつきかねる状況ではございます
が、

モニターツアーを売るホームページすら作っていなか 機構からは、日本旅行の申し出ていた提案内容が実
施

ったのではないか、というふうに疑わざるを得ません されなかった可能性が極めて高いという報告を受け
て

が、推測で構いませんので、道はどのように考えるの おります。
かお教えください。

十四 観光機構からの助成の取扱いについて（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 観光局長



道は 判断できないけれども 機構の方で調べると 観光機構の助成金の取扱いについてでございます、 、 、
限りなく黒に近いという報告を観光振興機構から道は が、機構では、先ほど申し上げましたとおり、日本

旅
受けたということでございまして、これは、極めて大 行に対して正式な報告を求めている段階でございま

し
、 、 、 、問題だ、というふうに思いますが、道は、観光振興機 て その辺 報告を見て その内容を検証した上で

構を通じて、 この事態をどのようにとらえるのか 対応を検討するとしております。「 」
を、日本旅行に表明させる必要があると考えますが、 道といたしましても、その推移を注意深く見守っ

て
如何ですか。 まいる考えでございますけど、委員ご指摘のような

事
また、万が一、日本旅行側に問題があるのではあれ 実が確認された場合につきましては、助成金返還な

ど
ば、毅然とした態度で助成金等を返還させる必要があ についても検討する必要があると考えているところ

で
ると思いますが、見解を伺います。 ございます。

十四－再 観光機構からの助成の取扱いについて（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 観光局長
それは、当然ですけど、実際、道の対応として十分 道の対応についてでございますが、道といたしま

し
なんですか。 ては、本件における機構からの報告に関しまして、

事
実際に観光機構からの報告は 信用するに値すると 実関係とそれらに対する機構の認識ですとか、管理、 、

の
道はお考えでしょうか。機構への調査も必要だと私は 状況、また、今後の改善案などを道において確認し

ま
考えますが、見解を伺います。 して、それらを総合的に判断して、対応を決定して

参
る考えでございます。

十五 観光機構の管理体制などについて（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 田尻参事
また、このようなお粗末なごまかしを繰り返してい 観光機構の管理体制などについてでありますが、

観
た日本旅行の事業に対し、観光振興機構がその不正に 光機構は、その職員が有する専門知識やノウハウの

も
全く気付かなかったというのはあまりにも不思議では と、事業の効果を最大限に発揮するよう執行に当た

る
ありませんか。ゆとりツーリズムの商品を売るはずの ことが求められており、そのためにしっかりした事

務
ホームページ自体がないのですよ。普通は、北海道観 管理体制を整える責任があるところ。
光振興機構のホームページからそのホームページにジ 委員ご指摘のように、この事業の途中過程の執行

チ
ャンプするのが当然の話なのではないでしょうか。ま ェックや実績把握などを含め、観光機構の管理が不

十
た、私の手元には、観光振興機構を通じ日本旅行から 分だったことについて、改善すべき点があると感じ

て
提出された 嘘だらけの捏造された書類 が沢山あり いる。「 」
ます。例えばその中には 存在しない架空のホームペ「
ージ に関する書類があるのですが、このホームペー」
ジのアドレスを問い合わせたところ 解らない とい「 」
う返答ことでした。このように何故誰が考えても直ぐ
に嘘だとわかる業者側が捏造した嘘の書類を、機構は
何故何のチェックもせずに道庁に提出してきたのでし
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ょう。事業を助成している団体として恥ずかしことだ

とはお感じにならないのでしょうか。更に、私は質問
に必要な書類として、道庁を通して観光振興機構に事
業ごとの予算 決算書や添付をされた領収書の提示を・
お願いしてきましたが、そのような機構の事務所に保



管すべき当然の書類の提出にすら、何週間も時間がか
けられ、挙句の果てに完璧な書類は何一つ揃わないの
ですから、この杜撰な管理体制には驚くばかりなので
す。当然、この一連の経緯を、担当の道職員の方々は
全て目撃をしてきたはずです。そこでお伺いしたので
すが、観光振興機構の事業に対する杜撰なチェック体
制や仕事のやり方等について道は率直にどのようにお
感じになりましたか。

十六 観光機構の事業評価などについて（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 観光局長
実は、不十分だったでは済まない話でですね、 実 観光機構の事業の執行管理などについてでございま「

際に色々な事業が行われていたんですよね。それに関 すが、機構におきましては、実施要領に規定する関係
する事業報告書ですとか予算、決算、領収書等を持っ 書類を保管することとなっておりまして、成果品及び
てきてください という要求に対しても、３週間以上 支出関係証拠書類などにつきましては、事業の実施状」
経っても持ってこず、最終的にはありませんでした、 況を確認するために必要なものでございますことか
というような報告が続いて、この質問を作成するにも ら、そのための書類の整備、保管は、事業の遂行管理
非常に困難を極めたわけでございますが、このような 上当然のことでございまして、その点に不十分な点が
体制で本当に十分なのか、と思っております。 あったことから、道といたしましては、事業評価の観
道としても、あのような書類の保管状況で十分だっ 点からも、今後、改善を図る必要があると考えており

たとお考えかになるでしょうか。また、保管していた ます。
書類も非常に杜撰な状態で保管をされておりました
、 。が そのようなことをどう考えるのかお教えください

十七 ゆとりツーリズムの事業の成果などについ（ ）

て
（ ） （ ）小野寺委員 観光局長

あのような書類でどうやって観光振興機構が自分達 ゆとりツーリズム事業の成果などについてでござい
の行った事業評価をしたのか、私は理解できないくら ますが、この事業は、道内外の観光関連事業者などと
い杜撰な書類の管理とほんの少ない書類しか保管をし ネットワークを有し、民間組織としての機動性ですと
ていなかったことに驚きましたけれども、本当にこの か専門性を発揮できる観光機構が主体となって実施を
ような団体に北海道の重要な政策を任せてよいのかと いたしますことが効果的でありますことから、機構へ
疑念すら持っておりますが、何故、このような重要な の負担金事業として実施したところでございます。
事業をこんな観光振興機構に丸投げしてしまったの 事業の成果につきましては、商品造成支援事業にお
か、その理由をお聞かせいただきたいと思います。併 きまして、昨年度もそうでございましたが、今年度に
せて、もし本事業が思わしい成果を挙げられずに終わ つきましても目標としていた来道客数に到達しない結
ってしまった場合、責任の所在は何処にあると、道は 果が予想されておりまして、その点で、十分でなかっ
当初の段階で考えて事業の負担金の支出に踏み切った た面がございますので、このことにつきましては、事
のかをお教え頂きたいと思います。 業に当たった機構とともに、政策として立案し、機構

への負担金を支出した道にも、責任の一端があると考
えているところでございます。

十八 施策の評価について（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 田尻参事
道には責任ではなく、重大な責任があると思います この施策の評価についてでございますが、 ゆとり「

し 実際に十分でなかったという話をしておりますが ツーリズム の事業は、多様な媒体を用いて宣伝や商、 、 」
これは大失敗だったのではないですか。４億５千万円 品企画、旅行募集を行うプロモーション事業でござい
かけて６００人しか来ていないのですよ。こんなプロ ますことから、観光機構が主体となって実施したとこ
モーションってあるのでしょうかね。そこら辺のこと ろであり、道といたしましては、機構からの実施報告

、 。をちゃんと、道としてどのような事業評価をしたのか により 事業の評価を行ってきたところでございます
ということをお聞きしたいのですけれども、道の事業
評価は道独自で事業評価をしたのか、それとも観光振
興機構が行った事業評価をそのまま道の事業評価した
のかお教えください。

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

十九 観光機構に対する調査について（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 観光局長
という答弁は、あれだけ杜撰な書類しか持っていな 観光機構に対する調査でこざいますが、 ゆとりツ「

い観光振興機構が行った事業評価をそのまま鵜呑みに ーリズム の事業に関しましては、日本旅行が、観光」
して道の事業評価としていたのは大問題だと思います 機構から助成を受けた事業を契約に沿って適正に実施



し、実際これは高橋はるみ知事の経済活性化戦略ビジ したかどうかについて機構が調査、確認を行い、速や
ョンの中で議論されている議題だとしたら、毎年これ かに道に報告することとしているところでこざいま
を事業評価して見直しを図るというような事業である す。道といたしましては、機構が、民間組織としての
と位置づけられているとしたら、なぜこの活性化戦略 専門性と機動性を生かし、成果につながる事業の推進
ビジョンの中に入っている議題なのに、これをちゃん に当たるとともに、その執行状況や成果を把握できる
と道として評価をしなかったのか非常に問題があると よう管理体制を確立する必要があると考えております
思います。多分これを聞いても答弁できないと思いま ことから、今後、道が、機構の事業実施状況を適宜把
すので質問にはしませんが、道が独自に事業評価を行 握できるような仕組みも含め機構と協議してまいる考
わず、４億５千万円をただ丸投げしてどぶに捨ててい えでございます。
たということは非常に重いということを、認識をして
いただきたいと思います。
次に観光振興機構に対する調査でございますが、道

から負担金は適切に使われていたのか、機構が行って
きた事業は税金を投入しただけの効果が上がったの
か、機構が事業を行ったメリットとデメリットは何だ
ったのか等々について、もっと詳しく客観的に検証す
る必要があるのは当然であり、また、本事業において
事業の根幹に関わる問題が今明らかになった以上、事
業評価についてもその見直しを視野に入れて分析をし
直すべきであると私は考えます。そのために早急に北
海道観光振興機構に対して、監査等の調査を行う必要
があると思いますが、どのようにお考えでしょうか。

二十 観光機構の役割について（ ）

（ ） （ ）小野寺委員 経済部観光振興監
そのような中途半端な対応でいいのかと思います 観光振興機構の役割などについてでございますが、

が、最後の質問をさせていただきます。北海道観光振 道といたしましては、今回の問題を契機として、機構
興機構は、道の代わりに行った事業においてしっかり に対し、個々の事業実施に当たっては、その効果を道
としたチェックもしなかったということは分かりまし 内の各地域に広く及ぼすよう事業の内容を検討し、効
た 費用対効果という概念は道も機構も持っておらず 率的かつ適正な執行に努めるよう求めていくことはも。 、
入札においては機構以外の企業を排除したという事例 とより、道におきましても執行状況について適宜把握
も知ってございます。さらには、観光業界の利益を追 するとともに、機構のあり方につきましても、平成２
求する余り、道民はもとより道外の方々からも多数の ５年までに新しい制度における公益法人化という課題

、 、 、苦情を受けるようなインバウンド特区構想なるものも も見すえた上で 今後 機構が求められる機能や体制
政府に提案したということも問題でございますし、当 また、担うべき役割などについて議論し、道民の皆様
初懸念をしていた、営利企業によって構成されている に対してもその内容を示していく必要があるものと考
という負の部分が多く出ているというような気がして えております。
なりません。
実際にこのような問題が起こってしまったというこ

とは非常に問題であります。今後、北海道が道の観光
施策の一部を、今後も観光機構に担わせるというので
あれば、この機構の組織としての性格をよく勘案し、
機構が行なうに相応しい事業を担わせる必要があるの
は当然でありまして、機構が営利企業の集合体である
ことから、特定の企業や関連会社に税金が使われる可
能性がある事業を担わせるべきではないと私は思って
おります。そのために、道が行う観光政策と機構が行
う政策の住み分けについて早急に議論を行い一定の基
準を設けるべきであります。先日、私の帯広の家のポ
ストに 広報北海道 の１１月号が入っておりました「 」
が、その紙面で一番多くのスペースを割いていたのは
観光客を呼ぶ一番重要な要素は道民 住民 地域で「 ・ ・
ある という部分でありました。であるならば、私は」
北海道観光振興機構 はこのような全道各地で行な「 」
われている 住民のおもてなしに関する事業 や き「 」「

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

れいな町並みを作る等の観光に資する事業 を担うべ」

きであり、その為に機構は地域で活動をしているＮＰ
Ｏ法人や観光協会、ボランティア団体といった営利を
目的としていない団体が行なっている事業を積極的に
支援していくべきだと私は考えているところでござい



ます。そこで最後に伺いますが、道としてこの点をど
のようにお考えになるのか。早急に観光振興機構への
負担金を支出する事業はどのようなものにすべきかを
しっかりと議論して、道民に明示すべきであると思い
ますが、見解を伺います。

（ ）小野寺委員

実はこのような問題があった事業がずっと野放しに
されていて、観光振興機構へのお金が年々増額をして
いたというのは非常に問題だと思いますし、これから
予算要求するうえでも、非常に厳しい状況になるとい
うことは皆さんに認識をしていただきたいと思います
が、答弁の中で担うべき役割について議論をして道民
に示すという答弁がありましたので、私はこれで質問
を終わりますが、しっかりと本道の観光はどうあるべ
きかということを観光局の皆様にはしっかりと念頭に
置いて頂いて、対応をしていただくことをお願い申し
上げます。

）（）（ 長局光観員委橋高

外国人に対する運転免許の付与についての制度でご

国内での外国人の運転免許の取扱いについて、中国

　小野寺委員の質問の関連して質問をして良いですか。
駄目ですか。通告はしていませんが。では、その他で
質問をします。

ざいますが、この運転免許に関しましては、ジュネー

以外の方々について どのような形になっているのか、、

ブ条約という国際条約がございまして、その条約に加

私も過去ですが、国際運転免許を取得をいたしまして

盟している国の間では、相互に国際免許の取扱いを承

外国を運転した経験もございますが、その状況をお聞

盟加に約条のそ。すまりおてっなにい扱ういとるす認

。いたい願せか
併せて ４４３件の苦情があったということですが

していない国につきましては、相互の承認をもとに免

、、
その苦情について資料をお願いしたい。

許を承認している例がございます。
それから、近年、台湾の方々に対する免許が承認に

なりましたけれども、これにつきましては、国及び地
域としている法律の中で地域というふうに読み込んで
台湾に対する免許を交付したと聞いております。
資料の点は後ほどお届することでよろしいでしょう
か。

）（）（ 長局光観員委橋高

ジュネーブ条約だけではなくて、相互の承認の中で 中国人観光客に対する免許の付与についてのお尋ね
やっているところを、先ほど台湾という話がありまし についてでございますが、ただ今、現在のところ中国
たけれども、中国とはやっていないということで、今 はジュネーブ条約に加盟していないという状況にござ
後、例えば国としてそういう方向に向かっているのか いますので、条約加盟国として免許を付与する方法は
どうなのか、向かっていないから特区の話があったか ないというのが現在の状況でございます。
もしれませんけれども、少なくても、例えば大学の教 それから、相互承認におきましても、中国について
授の方で、こっちに２ヶ月、３ヶ月いらっしゃった方 日本人の運転免許を認めておりませんので、この方法
が運転している状況も私は見かけたこともあります。 もないと判断されます。
それらのことも含めて、これから先、相互に承認し そういう状況にございますので、この特区提案のこ

、、あっていって、富裕層がだんだん来ることになると、 の項目につきまして 内閣府では非常に困難であると
団体旅行よりも家族で来るということが多くなってく それと特定の立法が必要になるものでございますの
ると思いますが、そうなってくると、個人の時間の中 で、特区提案になじまないというような判断が出てい
で旅行していきたいということがあるとすれば、車と るという話をお聞きをしているところでございます。
いうのは非常に必要性が高くなってくるものだろうと
思っているので、それが単にチャイナリスクだけでそ
れを拒むということにはならないと思っているのです
が、見解を伺います。

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

）（）（ 長局光観員委橋高

何故、中国がなじまないのか分からない。 中国についてのお尋ねでございますけれども、ジ
ュ

当然、免許を持っているから中国でも車を運転して ネーブ条約に加盟していない、あるいは、相互承認
に



いる。ですから、国際免許を取るときに、そういう条 していないのは、中国側の事情だと私ども理解をし
て

件を付けるとか、当然、車をレンタルするときには保 おります。
険の問題も含めて事故があったときの対応だとかをき 日本に住んでおられる中国人の方が運転されてい

る
ちんとされていくことは当然のことだと思っているの ケースにつきましては、日本の免許を日本で取得さ

れ
ですが、何故、中国がそういう状況なのが分からない ているのではないかと推察をいたすところでござい

ま
ので、もしご存知でしたら聞かせてください。 す。

（ ）北口委員

今、小野寺委員の方から、観光機構についての課題
について、あるいは問題について、様々な議論があっ
た訳でありますけれども、これから来年度も含めなが
ら、この委員会の中で議論をするということになる訳
でありますが、私自身も極めて課題があると思った中
、 。で 予算審議というのはなかなか難しいと思ってます
そこで、委員長にお願いなのですが、理事会の中で

議論していただきたいのですが、観光機構に対して、
委員会として調査をするということなどについても理
事会の中でご検討頂ければと思ってます。

（ ）船橋委員長

ただ今の北口委員からのご発言につきましては、後
ほど理事会に諮らせていただきまして、委員会に報告
をすることといたしたいと思います。




